
 

東京都市計画高度地区の変更（練馬区決定） 

都市計画高度地区をつぎのように変更する。 

面積欄の（ ）内は変更前を示す。 

種  類 面 積 建築物の高さの最高限度又は最低限度 備考 

〔 

最 
 

高 
 

限 
 

度 
〕 

第 １ 種 

高 度 地 区 

約   ha 

2,578.8 

（2,584.0） 

建築物の各部分の高さ（地盤面からの高さによる。以下同

じ。）は、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地

境界線までの真北方向の水平距離の０．６倍に５メートルを

加えたもの以下とする。 

 

17ｍ第１種 

高 度 地 区 

約   ha 

23.6 

（23.8） 

１ 建築物の高さ（地盤面からの高さによる。以下同じ。）は

１７メートル以下とする。 

２ 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離の

０．６倍に５メートルを加えたもの以下とする。 

第 ２ 種 

高 度 地 区 

約   ha 

204.3 

建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側

の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離が８

メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の１．２５倍

に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の水平距

離が８メートルを超える範囲にあっては、当該水平距離から

８メートルを減じたものの０．６倍に１５メートルを加えた

もの以下とする。 

17ｍ第２種 

高 度 地 区 

約   ha 

391.2 

１ 建築物の高さは１７メートル以下とする。 

２ 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離が

８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の１．２

５倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の

水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当該水平

距離から８メートルを減じたものの０．６倍に１５メート

ルを加えたもの以下とする。 

20ｍ第２種 

高 度 地 区 

約   ha 

937.7 

（934.7） 

１ 建築物の高さは２０メートル以下とする。 

２ 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離が

８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の１．２

５倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の

水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当該水平

距離から８メートルを減じたものの０．６倍に１５メート

ルを加えたもの以下とする。 

25ｍ第２種 

高 度 地 区 

約   ha 

50.2 

１ 建築物の高さは２５メートル以下とする。 

２ 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離が

８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の１．２

５倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向の

水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当該水平

距離から８メートルを減じたものの０．６倍に１５メート

ルを加えたもの以下とする。 

30ｍ第２種 

高 度 地 区 

約   ha 

90.1 

１ 建築物の高さは３０メートル以下とする。 

２ 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の１．

２５倍に５メートルを加えたもの以下とし、当該真北方向

の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当該水

平距離から８メートルを減じたものの０．６倍に１５メー

トルを加えたもの以下とする。 



〔 

最 
 

高 
 

限 
 

度 

〕 

17ｍ第３種 

高 度 地 区 

約   ha 

38.5 

１ 建築物の高さは１７メートル以下とする。 

２ 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の１．

２５倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当該

水平距離から８メートルを減じたものの０．６倍に２０メ

ートルを加えたもの以下とする。 

 

20ｍ第３種 

高 度 地 区 

約   ha 

12.8 

（10.4） 

１ 建築物の高さは２０メートル以下とする。 

２ 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の１．

２５倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当該

水平距離から８メートルを減じたものの０．６倍に２０メ

ートルを加えたもの以下とする。 

25ｍ第３種 

高 度 地 区 

約   ha 

151.2 

１ 建築物の高さは２５メートル以下とする。 

２ 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の１．

２５倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当該

水平距離から８メートルを減じたものの０．６倍に２０メ

ートルを加えたもの以下とする。 

30ｍ第３種 

高 度 地 区 

約   ha 

206.6 

１ 建築物の高さは３０メートル以下とする。 

２ 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の１．

２５倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当該

水平距離から８メートルを減じたものの０．６倍に２０メ

ートルを加えたもの以下とする。 

35ｍ第３種 

高 度 地 区 

約   ha 

31.3 

１ 建築物の高さは３５メートル以下とする。 

２ 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対

側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離

が８メートル以内の範囲にあっては、当該水平距離の１．

２５倍に１０メートルを加えたもの以下とし、当該真北方

向の水平距離が８メートルを超える範囲にあっては、当該

水平距離から８メートルを減じたものの０．６倍に２０メ

ートルを加えたもの以下とする。 

２０ｍ 

高 度 地 区 

約   ha 

2.9 

建築物の高さは２０メートル以下とする。 

３０ｍ 

高 度 地 区 

約   ha 

0.5 

建築物の高さは３０メートル以下とする。 

小 計 
約   ha 

4,719.7 

 

 

 

 

１ 制限の緩和 

（1） この規定の適用による隣地との関係等による緩和に関する措置は、次のア、イに

定めるところによる。ただし、イの規定については、斜線型高さ制限（北側の前面

道路または隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度を定めた制

限をいう。）において、その高さを算定するときに限る。 

 



〔 

最 
 

高 
 

限 
 

度 

〕 

ア 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するもの（以下「水面

等」という。）がある場合または敷地の北側の隣地境界線に接して水面等がある場合

においては、当該前面道路の反対側の境界線または当該水面等に接する隣地境界線

は、当該水面等の幅の２分の１だけ外側にあるものとみなす。 

イ 敷地の地盤面が北側の隣地（北側に前面道路がある場合においては、当該前面道

路の反対側の隣接地をいう。以下同じ。）の地盤面（隣地に建築物がない場合におい

ては、当該隣地の平均地表面をいう。以下同じ。）より１メートル以上低い場合にお

いては、当該敷地の地盤面は、当該高低差から１メートルを減じたものの２分の１

だけ高い位置にあるものとみなす。 

（2） 一の敷地とみなすこと等による緩和の措置は、次のア、イに定めるところによる。 

ア 建築物の敷地または建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成して

いる場合において、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号、以下「基準法」とい

う。）第８６条第１項および第３項（同法第８６条の２第８項においてこれらの規定

を準用する場合を含む。）の規定により、一または二以上の建築物の一の敷地とみな

す敷地については、当該一団地を当該一または二以上の建築物の一の敷地とみなし、

この規定を適用する。 

イ 一定の一団の土地の区域について、基準法第８６条第２項および第４項（同法第

８６条の２第８項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定により、当

該区域内に存することとなる各建築物の一の敷地とみなす敷地については、当該一

定の一団の土地の区域をこれらの建築物の一の敷地とみなし、この規定を適用する。 

２ 適用の除外 

（1） この規定の適用の際（以下「基準時」という。）、現に存する建築物または現に建

築、修繕もしくは模様替の工事中の建築物が当該規定に適合しない部分を有する場

合（以下「既存不適格建築物」という。）においては、当該建築物の部分に対しては、

当該規定は適用しない。 

（2） 前号の規定は、工事の着手がこの規定の適用の後である増築等（増築、改築、修

繕または模様替）に係る建築物で、増築等後の延べ面積の合計が基準時における延

べ面積の合計の２倍を超えるものは、適用しない。 

３ 地区計画等の区域内の特例 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１２条の４第１項の規定による地区計

画等または景観法（平成１６年法律第１１０号）第６１条第１項の規定による景観地

区により建築物の高さの最高限度（軒の高さの最高限度を含む）を定めた区域内にお

いては、当該建築物の高さの最高限度をこの規定による建築物の高さの最高限度と読

み替えて適用する。ただし、斜線型高さ制限については、地区計画等または景観地区

で読み替えの規定をした場合に限る。 

４ 区長の許可による特例 

次の各号の一に該当する建築物（絶対高さ制限（地盤面から一定の高さの最高限度

を定めた制限をいう。）を超えない建築物は除く。）で区長が許可したものについては、

この規定は適用しない。ただし、第１号の規定は斜線型高さ制限の部分を除く。この

場合において、区長は、それぞれの規定に基づき許可するときは、あらかじめ都市計

画審議会の意見を聴くものとする。 

（1） 既存不適格建築物のうち建替えを行う建築物で、この規定に適合させることが困

難であり、かつ、既存の規模の範囲内で建て替えるもので、周辺環境への配慮がさ

れていると区長が認めたもの 

（2） 一定の規模を有した敷地において、練馬区まちづくり条例（平成１７年練馬区条

例第９５号）の規定を遵守して建築される建築物で、周辺環境との調和が図られて

おり、市街地環境の整備向上に資する計画であると区長が認めたもの。この場合に、

敷地規模や市街地環境の整備向上の程度に応じて緩和の上限を定めるものとし、そ

の限度は高さの最高限度の１．５倍までとする。 

（3) 勾配屋根を有する建築物の屋根の部分で、景観上の配慮がされており、環境上支

障がないと区長が認めたもの。この場合に、高さの最高限度に２ｍを加えた高さを

緩和の上限とする。 

（4） 公益上やむを得ないと区長が認め、または周囲の状況等により環境上支障がなく、

かつ、練馬区らしい街並みの実現を阻害せず、土地利用上やむを得ないと区長が認

めたもの。 

 

 



〔 

最
高
限
度 

〕 

５ 特定行政庁の許可による特例 

次の各号の一に該当する建築物（絶対高さ制限を超える建築物は除く。）で特定行政

庁（当該建築物に関する建築基準法上の事務について権限を有する特定行政庁をいう。

以下同じ。）が許可したものについては、この規定の斜線型高さ制限は適用しない。

この場合において、特定行政庁は、それぞれの規定に基づき許可するときは、あらか

じめ建築審査会の同意を得るものとする。 

（1） 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３６条に定める敷地内空地

および敷地規模を有する敷地に総合的な設計に基づいて建築される建築物で市街地

の環境の整備改善に資すると認められるもの 

（2） その他公益上やむを得ないと認め、または周囲の状況等により環境上支障がない

と認められる建築物 

 

 

 

種  類 面 積 建築物の高さの最高限度又は最低限度 備考 

〔 

最 
 

低 
 

限 
 

度 

〕 

川越街道北地

区 

 

笹目通り 

・環状８号線

地区 

約      ha 

58.7 

 建築物の高さ（地盤面からの高さによる。以下同じ。）

の最低限度は７メートルとする。ただし、次の各号の一に

該当する建築物または建築物の部分については、この規

定は適用しない。 

(1)  都市計画施設の区域内の建築物 

(2)  高さが７メートル未満の建築物の部分の水平投影

面積の合計が建築面積の２分の１未満かつ１００平

方メートル未満の建築物の当該部分 

(3)  増築又は改築に係る建築物で当該増築又は改築が

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１

３７条の１０第１号および第２号に定める範囲のも

の 

(4)  附属建築物で平屋建のもの（建築物に附属する門

又はへいを含む。） 

(5)  地下若しくは高架の工作物内又は道路内に設ける

建築物その他これらに類するもの 

(6)  その他の建築物で特定行政庁（当該建築物に関す

る建築基準法上の事務について権限を有する特定行

政庁をいう。）が公益上又は土地利用上やむを得ない

と認めて許可したもの 

 

小  計 
約      ha 

58.7 

 

合   計 
約      ha 

4,778.4 

 

 

 

 

 

「種類、位置および区域は、計画図表示のとおり」 

 

理 由  

 補助 230 号線大泉学園町地区地区計画及び早宮二丁目南地区地区計画の決定に伴い、市街地環

境と土地利用上の観点から検討した結果、高度地区を変更する。 

 



 

変更概要 

 

変 更 箇 所 変 更 前 変 更 後 面 積 備 考 

練馬区大泉学園町四丁目、

大泉学園町七丁目および大

泉学園町八丁目各地内 

第１種高度地区 20ｍ第２種高度地区 
約  ha 

5.2 
 

練馬区大泉学園町四丁目地

内 
17ｍ第１種高度地区 20ｍ第２種高度地区 

約  ha 

0.2 
 

練馬区平和台三丁目、平和

台四丁目および早宮二丁目

各地内 

20ｍ第２種高度地区 20ｍ第３種高度地区 
約  ha 

2.4 
 

 

 

 


